
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

平成３０年度における鉱山保安監督指導方針について 

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 

中部近畿産業保安監督部 

 

第１２次鉱業労働災害防止計画（平成２５年度から２９年度）期間中並びに

最近の事故事例を踏まえ、鉱山災害の根絶を図ることを目的とし、平成３０年

度から始まる第１３次鉱業労働災害防止計画（平成３０年度から３４年度）を

踏まえ、当監督部が特に取り組むべき事項として、平成３０年度の鉱山保安監

督指導方針を定めました。この方針を中心に監督指導を行うものとします。 

 

〔１〕平成２９年の災害発生状況等 

全国の災害発生状況は、罹災者数が３１名と過去７年ぶりに多かったため、

度数率が 1.33(推定値)となりました。また、強度率についても、死亡災害が

１件発生したことから、0.06(推定値)となりました。 

管内では平成２９年は、重傷災害４件、軽傷災害２件の合計６件発生した

ことから、度数率は 1.7３、強度率は 0.08となりました。 

また、平成３０年には１月に運搬装置（車両系鉱山機械）による重傷災害

が管内で１件発生しました。 

 

〔２〕平成３０年度における鉱山保安監督指導方針 

１.自主保安管理体制の徹底  

①「鉱山保安マネジメントシステム」の充実とその有効化 

「鉱山保安マネジメントシステム」の充実とその有効化を図るため、各

鉱山の規模や操業状況に応じてより最適なシステムで運用されるよう、具

体的な実施方法の指導や有用な情報を提供します。                                                                                                              

 

②非定常作業における保安管理 

非定常作業時の災害発生頻度が高いことから、作業関係者でリスクを共

有するコミュニケ－ション活動の実施等、鉱山全体での保安管理に努めさ

せるとともに、鉱山労働者に必ずリスクアセスメントを行わせたうえで、

作業手順を十分に検討して行う等、災害の未然防止を図るよう指導します。 
 

２. 保安規程の質的向上の促進 

更なる保安確保のため、必要に応じ自発的に現況調査を行い、その結果

を踏まえ、各鉱山の実情に合致した適切な保安規程となるよう継続的に見

直し、鉱山労働者に周知徹底を行う監督指導を行います。 

 

 

３. 作業手順書等の作成、整備及び保安教育の徹底 



鉱業上使用する機械、器具及び工作物を安全かつ適正に使用するため、

適時適切に作業手順書等の作成及び見直しを行っているか、また、どのよ

うに鉱山労働者に周知徹底を図っているか確認し、監督指導を行います。 

なお、効果的な保安教育を行わせ、不安全行為を行わせないよう監督指

導を行います。                              

 

４．請負労働者、非鉱山労働者に対する保安教育の徹底 

請負労働者、非鉱山労働者で鉱山災害が多発していることから。当該労

働者の保安意識の向上及び保安教育の徹底を図るよう監督指導を行います。                                                                                                                

 

５．発生頻度が高い災害に係る災害防止対策の徹底 

「運搬装置（コンベア、車両系鉱山機械又は自動車）のため」、「墜落・

転倒」、「取扱中の器材鉱物等のため」などの頻発災害を防止するため、鉱

業上使用する施設等の安全な状態での維持管理を徹底するとともに、リス

クアセスメントを踏まえた適切な保安設備を設けるよう監督指導を行いま

す。 

また、これらの災害はヒュ－マンエラ－に起因する場合が多いため、人

間特性を考慮した保安教育・保安活動による保安意識の向上等、ヒュ－マ

ンエラ－の発生を抑制する対策が適切に行われるよう監督指導を行います。 

 

６．発破による災害防止対策の徹底 

発破による災害を防止するため、発破場所、発破規格、作業手順、発破

時の連絡、退避体制が適切に行われるよう監督指導を行います。 

 

７．作業環境粉じん対策の徹底 

  常時著しく粉じんが発生し、又は飛散する屋内作業場及び坑内作業場に

ついて、作業環境評価に基づく改善を指導するとともに、防じんマスクの

適正な着用についても監督指導を行います。 

 

８．坑廃水処理対策の徹底 

坑廃水処理施設の処理能力の確保、保守及び運転管理等が適切に行われ

るよう監督指導を行います。 

 

９．汚濁水流出対策の徹底 

汚濁水流出対策として、沈殿池の浚渫等により排水施設の維持管理を徹

底するよう監督指導を行います。 

 

１０．鉱山採掘跡地埋め戻し作業の管理 

鉱山採掘跡地に産業廃棄物が不法に投棄されるのを未然に防止するため、

監督指導を行います。 

特に鉱山外から埋戻材が持ち込まれる場合は、鉱山に毒性の有無を確認

させるなど健康又は生活環境に係る被害を発生させないよう監督指導を行



います。 

 

１１．情報提供 

災害情報や優良事例等の鉱山保安に役立つ情報について、メ－ル送信、

ホームページ掲載等により情報提供や注意喚起を行います。 

 

１２．関係団体等との連携 

鉱山の保安レベルを継続的に向上させるため、鉱業関係団体等が実施す

る講習等と積極的に連携します。 

 


